
 別記第 3 号様式  

北海道 胆 振 総合振興局告示第 ９７ 号 

 

公   告 
 

次のとおり公募により企画提案を募集し、その内容を審査して最良の提案をしたものを選定し、協定の相手

方とする手続を実施する。 
 

令和 ７ 年 ９ 月 １８ 日 

 

北海道 胆 振 総 合 振 興 局 長 牧野 充 

 

１ 企画提案に付す事項 
（1） 事 業 名 令和 ７ 年度  胆 振 管 理 区 協 定 販 売 事 業    

（2） 事業の目的 道有林野森林整備を推進するため、素材生産者並びに製材工場等と道有林野

産物の販売に関する相互協定を締結し道有林材の有効活用や木材の付加価値を

高める加工・生産に取り組み道有林材の需要や販路の拡大を図ることを目的とす

る。 

（3） 対象地域     
   勇払郡 むかわ町 穂 別 栄 ３５９－１ 胆 振 管 理 区 ２ 林班ほか（図面参照） 
（4） 協定森林  

 
年度 林小班 面積(ha) 樹種 伐採種 本数(本) 立木伐採量(m3) 備 考 

令和 7年度 

（2025 年度） 

66-75 2.76 ﾄﾄﾞﾏﾂ 間伐 431 253.02 3 残 1 伐、幅状 

66-76 4.03 ﾄﾄﾞﾏﾂ 間伐 773 357.99 3 残 1伐 

66-77 2.07 ﾄﾄﾞﾏﾂ 間伐 481 214.04 2 残 1伐 

66-79 3.96 ﾄﾄﾞﾏﾂ 間伐 743 356.89 3 残 1伐 

合計 12.82   2,428 1,181.94  

令和 8年度 

（2026 年度） 

2-74 9.65 ﾄﾄﾞﾏﾂ 間伐 1,196 997.68 定性 

2-79 0.64 ﾄﾄﾞﾏﾂ 間伐 99 95.02 定性 

2-80 0.89 ﾄﾄﾞﾏﾂ 間伐 124 108.72 定性 

3-75 2.08 ﾄﾄﾞﾏﾂ 間伐 267 112.25 幅状 

合計 13.26   1,686 1,313.67  

令和 9年度 

（2027 年度） 

2-72 2.95 ﾄﾄﾞﾏﾂ 間伐 473 402.71 定性 

2-76 2.92 ｶﾗﾏﾂ 間伐 244 196.54 定性 

10-51 3.29 ﾄﾄﾞﾏﾂ 間伐 336 136.02 定性 

11-56 7.36 ﾄﾄﾞﾏﾂ 間伐 1,460 547.11 2 残 1 伐 

11-57 4.94 ﾄﾄﾞﾏﾂ 間伐 549 236.93 定性 

合計 21.46   3,062 1,519.31  
 

（5） 協定期間 

 協 定 締 結 の 日 か ら 
 

令和 １０ 年 ３ 月 ３１ 日まで 

2 企画提案に参加する者に必要な資格 

 

企画提案に参加できる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。ただし、要領第 3 の 1
の(2)～(4)のいずれかによる協定販売の場合は、素材生産業者及び木材加工業者との共同申請による
ものとし、当該素材生産業者は(1)～(8)の要件を、当該木材加工業者は(3)～(5)及び(8)の要件を満たす
者とする。 

（1） 北海道内に本店、支店または営業所等を有すること。 



（2） ｢競争入札参加資格関係事務取扱要領の制定について」(昭和 48 年 4 月 2 日付け局総第 112 号副出
納長通知)第 2 の 1 の(3)に規定する資格の種類で「林産物売払い」の資格(以下「入札参加資格」とい
う。)を有していること。 

 (3) 「競争入札参加資格指名停止事務処理要領の制定について」（平成 4 年 9 月 11 日付け局総第 461 号
総務部長、土木部長、住宅都市部長、水産部長、林務部長、出納長通知）第 2 第 1 項の規定による指
名競争入札に関する指名を停止されていないこと。 

（4） 会社更生法（平成 14年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成 11 年

法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てがなされているものについては、手続開始決定後の北

海道競争入札参加資格の再審査結果を有していること。 

（5） 暴力団関係事業者等でないこと。また、暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札
への参加を除外されていないこと。 

（6） 北海道林業事業体登録実施要綱（平成 24年 8月 27 日付け林業木材第 651 号林業木材課経営育成担
当課長通知）第 3の規定による資格を有していること。 

（7） 事業協同組合として参加する場合は、構成員と重複していないこと。 

（8）  素材生産等に関する CoC 認証を取得していること。 
 3 手続等 

（1） 担当部局 

名 称 北海道胆振総合振興局森林室 森林整備課  森林整備係  

所在地  苫小牧市矢代町 3 丁目 1-18（〒053-0803） 

電話番号 0144-72-5127 

ﾌｧｸｼﾐﾘ    0144-74-0754 
（2） 企画提案書の提出期限、提出場所及び提出方法 

ア 提出期限 令和 7 年 10 月 3 日（金）必着 
イ 提出場所 (1)に同じ 
ウ 提出書類 別記第 4 号様式に定める「企画提案書」 
エ 提出方法 持参又は郵送（特定記録、簡易書留、書留のいずれか）により、1 部を提出 

（3） 本事業に関する関係資料の閲覧及び複写貸出し 
ア 期  間 令和 7 年 10 月 3 日（金）まで 
イ 提出場所 (1)に同じ 

（4） 現場説明 

現場説明は随時行うので、希望者は（1）の問合せ先まで連絡すること。 

 
4 参加資格及び企画提案書の審査 

  企画提案に参加する者の資格を審査するとともに、当該資格があると認められる者が提出した企画
提案書を審査する。 
 

5 最良の提案をした者の選定方法 

道が予め定めた審査基準及び審査方法により、提出された企画提案書の内容及び直近に実施した協
定販売又は長期安定供給販売の実績評価について審査し、最良の提案をした者（以下「特定者」とい
う。）を選定する。審査結果は、企画提案者全員に通知するとともに、道のホームページ等により公表
する。 
 

6 協定締結 

特定者を協定締結の相手方に決定したときは、「協定販売に関する協定書」(別記第 6 号様式その１)
に従って協定を締結する。 

7 売買契約の締結 

総合振興局長等は、前項の協定に基づき、協定締結者(素材生産業者)と原則として随意契約による
立木の売買契約を締結するものとする。なお、当該売買契約書に用途指定の特約を付す場合がある。 
 

8 その他  

(1) 企画提案書の作成及び提出に係る費用は、企画提案者の負担とする。 
(2) 企画提案に参加する者に必要な資格を有さない者の提出した企画提案書は、無効とする。 
(3) 詳細は、別添の企画提案説明書による。 

 


